
 
 

資料６ ：褥瘡対策に関するケア計画書

※参考：褥瘡対策ケア計画書のひな形
　　　　老企第 40 号平成 12 年３月８厚生省老人保健福祉局企画課長通知 より抜粋
　　　　https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000202748.pdf

［記載上の注意］
1日常生活自立度の判定に当たっては「「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」
の活用について」 （平成３年11月18日 厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知 老健第102-2
号）を参照のこと。


